
近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

 (平成１７年近江八幡市規則第３７号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成

１７年近江八幡市条例第１７号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を

定めるものとする。 

（公募） 

第２条 市長、公営企業管理者又は教育委員会（以下「市長等」という。）は、条例第２条

に規定する指定管理者の公募においては、近江八幡市公告式条例（昭和２９年近江八幡

市条例第１３号）に基づく告示、広報、ホームページへの掲載等、必要な措置を講じる

ものとする。 

（欠格事項） 

第３条 条例第３条に規定する指定管理者になろうとする法人その他の団体（以下「団体」

という。）は、次のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問

わない。 

⑴ 国税、地方税、国民健康保険料、介護保険料、使用料等を滞納している者 

⑵ 施設を管理するに当たり、資格、免許等が必要な場合、それらを有しない者 

⑶ 法律行為を行う能力を有しない者 

⑷ 破産者で復権していない者 

⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を準用

する場合を含む。）の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されてい

る者 

⑹ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第１

１項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から２年を経過していない者 

⑺ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの日又はその執行を受けることが

なくなった日から２年を経過していない者 

⑻ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３

条又は第８条第１項第１号に違反し、公正取引委員会から告発、排除勧告、審決又は

課徴金納付命令を受けた日から２年を経過していない者 

⑼ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条



第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行っている者 

⑽ その他市長等が指定管理者として適当でないと認める者 

（指定の申請） 

第４条  条例第３条に規定する指定の申請は、近江八幡市公の施設指定管理者指定 

申請書（別記様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

ただし、指定管理に伴う対価が発生しない場合で、かつ、条例第５条の規定に基づき

自治会等の公共的団体を指定候補者に選定しようとする場合は、当該書類の一部を省略

することができる。 

⑴ 申請資格を有していることを証明する次に掲げる書類 

ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書 

ウ 定款、寄付行為及び規約その他これらに相当する書類 

エ 国税、地方税、国民健康保険料、介護保険料、使用料等の納税(付)証明書（募集

要項の配布開始日以降に交付されたもの）又は納税(付)義務がない旨及びその理由

を記載した証明書（該当するもののみ添付） 

⑵ 管理運営を行う公の施設の事業計画書 

⑶ 管理運営に係る収支予算書 

⑷ 当該団体の経営状況を証明する次に掲げる書類 

ア 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれに相当する書類（既に財産的取引活動

を実施している団体のみ） 

イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類 

ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書（既に財産的取引活動を実施している団

体及び指定管理者となろうとする施設の業務以外の事業を新たに開始する団体の

み） 

エ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書 

   オ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する

書類 

 ⑸ 前条第３号から第１０号までに該当しない旨を記載した書類（別記様式第２号） 

⑹ その他市長等が必要と認める書類 

（選定結果等の通知） 



第５条 条例第４条第２項、同条第３項及び第７条第３項にそれぞれ規定する選定結果等の

通知は、次の各号に掲げる通知書によるものとする。 

⑴ 条例第４条第２項による通知 指定候補者選定通知書（別記様式第３号）  

⑵ 条例第４条第２項による通知 指定候補者不選定通知書（別記様式第４号） 

⑶ 条例第４条第３項及び第７条第３項による通知 指定候補者選定取消し通知書（別

記様式第５号） 

（議会の議決事項） 

第６条 条例第７条第１項に規定する議会の議決事項は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地 

⑵ 指定管理者となるべき団体の名称、及び主たる事務所の所在地。ただし、指定管理

者となるべき団体が自治会等の公共的団体のときは、主たる事務所の所在地を除くこ

とができる。 

⑶ 指定期間 

（指定書の交付） 

第７条 条例第７条第２項の規定による告示後、速やかに指定管理者指定書（別記様式第６

号）を交付するものとする。 

（協定事項） 

第８条 条例第９条に規定する指定施設の管理に関する協定事項は、次の各号に掲げるもの

とする。 

⑴ 管理する施設の概要に関する事項 

⑵ 管理業務に関する事項 

⑶ 指定期間に関する事項 

⑷ 責任者の配置に関する事項 

⑸ 行政処分等の権限を含む業務の範囲に関する事項 

⑹ 事業計画に関する事項 

⑺ 事業報告に関する事項 

⑻ 指定施設の管理費用に関する事項 

⑼ 指定施設内の物品の所有権の帰属に関する事項 

⑽ 指定施設の利用者等に係る個人情報（近江八幡市個人情報保護条例（平成１６年近

江八幡市条例第３１号）第２条第１号に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保



護に関する事項 

⑾ 指定施設の管理に当たって保有することになる情報（近江八幡市情報公開条例（平

成１１年近江八幡市条例第７号）第２条第２号に規定する公文書）の公開に関する事

項 

⑿ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

⒀ 指定施設の維持管理及び実地調査に関する事項 

⒁ 利用料金に関する事項 

⒂ 秘密保持義務に関する事項 

⒃ 再委託及び権利譲渡に関する事項 

⒄ 事故報告に関する事項 

⒅ 対価の支払に関する事項 

⒆ 損害賠償の義務に関する事項 

⒇ 留意事項及び協議事項 

(21) その他市長等が必要と認める事項 

（指定の取消し等） 

第９条 市長等は、条例第１４条第１項の規定により指定を取り消したときは、指定取消し

通知書（別記様式第７号）により、管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、

業務停止命令書（別記様式第８号）によりそれぞれ通知するものとする。 

（行政処分権限の代行） 

第１０条 市長等は、指定管理者に各公の施設の設置条例等が定める使用許可、使用の取消

し、施設内の秩序等に関する行政処分を行わせることができるものとする。ただし、次

の各号に掲げる事項については、行わせることができない。 

⑴ 公の施設の目的外使用に関すること。 

⑵ 法令により市長等のみが行うことができる権限に関すること。 

（審査会の所掌事務） 

第１１条 条例第１８条に規定する近江八幡市公の施設指定管理者選定審査会（以下「審査

会」という。）は、次の各号に掲げる事務を所掌する。 

(1) 指定候補者の選定に伴う募集要項及び申請要領（以下「募集要項等」という。）の 

審議に関すること。 

(2) 募集要項等に付属する選定基準の審議に関すること。 



(3) 指定候補者の選定に伴う審議に関すること。 

(4) 指定管理者の指定の停止及び取消に伴う審議に関すること。 

(5) その他指定候補者の選定に関し必要な事項を審議し、又は調査すること。 

２ 審査会は、前項各号に規定する審議又は調査の結果に関し、市長等に報告するもの

とする。 

（補則） 

第１２条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。 

   付 則 

 この規則は、平成１７年 ６ 月３０日から施行する。   

付 則（近江八幡市規則第 ４ 号） 

 この規則は、平成１８年 １ 月２０日から施行する。 

付 則（近江八幡市規則第 ８ 号） 

 この規則は、平成１９年 ３ 月１４日から施行する。 

 


